
生活環境部 ・部内の調整及び部内の予算、決算及び庶務、環境衛生協会に関すること、
・空き缶等散乱防止に関すること、ねずみその他衛生害虫の駆除、

　狂犬病予防法に基づく登録・予防注射済票の交付,火葬場の管理・運営
　あしや温泉の管理・運営、愛がん動物の引き取り,死獣の収容,

　行旅死亡人措置,し尿処理、簡易専用水道設備届等

環境処理センター　42人　〔1人〕

　（センター長　石濱　正昭）

℡ 32-5391(施設担当)

・ごみ対策(粗大ごみを含む)の調査・研究施策の推進

・環境処理センター及び不燃物処理施設の運営・維持管理

・廃棄物運搬用パイプライン施設の維持・管理

・容器包装リサイクル関係,ごみ減量化・資源化及び粗大ごみ等のリサイクルに係る調査・企画及び連絡
調 整　啓発・市民運動の育成及び指導

　22-2155(収集担当)

・環境行政に係る調査・企画及び関係機関との連絡調整、環境計画の策定・推進、

　環境保全率先実行計画の策定・推進、環境に係る啓発及び市民団体との連携

・環境保全に係る苦情・要望処理、環境関係諸法令に規定する事務、公客の基礎調査・規制及び指
導　大気測定局の維持管理

・可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ等の受付・収集運搬及び計画

・不法投棄物の処理、特別清掃収集運搬処理

・一般廃棄物処理計画の決定及びごみ処理業者の決定、廃棄物の処理及び清掃に関する法令関係,

　　施設整備計画等

次長 橋本 裕二郎

環境処理センター担当

次長　石濱　正昭

総 務 課 14 人 〔 1 人 〕

(課長　橋本　裕二郎)

℡ 38-2050

環 境 保 全 担 当 (3 人 〔 1 人 〕 )

　課長　三木　五郎

℡ 38-2051

生 活 環 境 部 分 掌 事 務 （ 環 境 担 当 所 管 ） () ‥ ・ 事 務 取 扱 、 人 数 に つ い て は 内 数 〔 〕 … 再 任 用 職 員 数 別 掲 平 成 18 年 4 月 1 日

　56人　〔2人〕

部 長 高 嶋 修

総務担当
・芦屋市軸の維持・管毯墓地の「般公募及び陵用許可


